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実務経験コード
　実務経験の対象となる施設・事業、職種は「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和 62 年厚生省令第 49 号）
第 2 条」及び「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等
について（昭和 63 年 2 月 12 日付社庶第 29 号）」厚生省社会局長、厚生省児童家庭局長通知により定められています。
これに示す施設、職種以外の経験は、実務経験の対象となりません（厚生労働大臣が個別に認める場合を除く）。
　なお、福祉に関する相談援助の業務以外の職種を兼務している場合は、相談援助の業務以外の職種を兼務している
事実が辞令によって明確であって、その主たる業務が福祉に関する相談援助の業務である方が、実務経験の対象とな
ります。

　上記に該当される方は、巻末の実務経験（見込）申告書及び実務経験（見込）証明書の「施設種別」「職種」及び「コー
ド」欄に、次のうち該当する「施設種類」「職種」及び各「コード」を記入してください。

※ 業務従事期間の計算方法
　　福祉に関する相談援助業務に従事した期間は、上記に掲げる者として、当該施設又は事業所と雇用関係を有し常勤（労
　　働時間が当該施設の常勤者のおおむね４分の３以上である者も含む）で従事した期間を通算して計算するもの、とされ
　　ています。

施設種類 相談援助の業務の実務経験として
認められる職種 コード

児童福祉法

児童相談所

児童福祉司 １００１

児童心理司 １００２

受付相談員 １００３

相談員 １００４

電話相談員 １００５

児童指導員 １００６

保育士 １００７

母子生活支援施設

母子支援員・母子指導員 １１０１

少年指導員（少年を指導する職員） １１０２

個別対応職員 １１０３

自立支援担当職員 １１０４

保育士 １１０５

児童養護施設

児童指導員 １２０１

保育士 １２０２

個別対応職員 １２０３

家庭支援専門相談員 １２０４

職業指導員 １２０５

里親支援専門相談員 １２０６

自立支援担当職員 １２０７

障害児入所施設
 ・児童発達支援センター
　（障害児通所支援事業）

★児童指導員（※２） １３０１

★保育士（※３） １３０２

児童発達支援管理責任者 １３０３

心理担当職員 １３０４

施設種類 相談援助の業務の実務経験として
認められる職種 コード

児童福祉法

知的障害児施設
 ・知的障害児施設
 ・自閉症児施設
　（第一種・第二種）

★児童指導員（※２） １４０１

★保育士（※３） １４０２

知的障害児通園施設
★児童指導員（※２） １５０１

★保育士（※３） １５０２
盲ろうあ児施設
 ・盲児施設
 ・ろうあ児施設
 ・難聴幼児通園施設

★児童指導員（※２） １６０１

★保育士（※３） １６０２

肢体不自由児施設
 ・肢体不自由児施設
 ・肢体不自由児通園施設
 ・肢体不自由児療護施設

★児童指導員（※２） １７０１

★保育士（※３） １７０２

児童心理治療施設
（旧 : 情緒障害児短期治療施設

児童指導員 １８０１

保育士 １８０２

個別対応職員 １８０３

家庭支援専門相談員 １８０４

自立支援担当職員 １８０５

重症心身障害児施設

★児童指導員（※２） １９０１

★保育士（※３） １９０２

心理指導員（心理指導を担当する職員） １９０３

児童自立支援施設

児童自立支援専門員 ２００１

児童生活支援員 ２００２

個別対応職員 ２００３

家庭支援専門相談員 ２００４

職業指導員 ２００５

自立支援担当職員 ２００６

※令和７年８月時点での実務経験の一覧となっています。

児童分野
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施設種類 相談援助の業務の実務経験として
認められる職種 コード

児童福祉法

指定発達支援医療機関
・肢体不自由児施設支援
 ・重症心身障害児施設支援

（国立高度専門医療研究
   センター及び独立行政
   法人国立病院機構が設
   置する医療機関であっ
   て厚生労働大臣が指定
   するもの）

★児童指導員（※２） ２７０１

★保育士（※３） ２７０２

児童自立生活援助事業を
行なっている施設

相談援助業務を行なっている指導員 ２８０１

個別対応職員 ２８０２

自立支援担当職員 ２８０３

地域子育て支援拠点事業
を行なっている施設

相談援助業務を行なっている職員 ２９０１

小児慢性特定疾病児童等
自立支援事業を行なって
いる事業所

小児慢性特定疾病児童等自立支援員 ２９０２

養育支援訪問事業を行
なっている事業所

訪問支援者 ２９０３

児童厚生施設（児童遊園
を除く）

職員のうち相談援助業務を行なって
いる職員

２９０４

親子再統合支援事業を行
なっている事業所

相談援助業務を行なっている職員 ２９０５

社会的養護自立支援拠点事
業を行なっている事業所

支援コーディネーター ２９０６

生活相談支援員 ２９０７

就労相談支援員 ２９０８

妊産婦等生活援助事業を
行なっている事業所

支援コーディネーター ２９０９

母子支援員 ２９１０

子育て世帯訪問支援事業
を行なっている事業所

訪問支援員 ２９１１

児童育成支援拠点事業を
行なっている事業所 相談援助業務を行なっている職員 ２９１２

こども家庭センター

児童の福祉及び妊産婦の福祉に関す
る相談に応ずる職員

２９１３

母子保健に関する各種の相談に応ず
る職員

２９１４

統括支援員 ２９１５

妊産婦等包括相談支援事
業をおこなう事業所

相談支援業務を行なっている職員 ２９１６

地域子育て相談機関 相談支援業務を行なっている職員 ２９１７

民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律

民間あっせん機関
養子縁組あっせん責任者 ２９３０

相談員 ２９３１

施設種類 相談援助の業務の実務経験として
認められる職種 コード

児童福祉法

児童家庭支援センター
相談員

（児童・母子家庭等に対し、福祉に関
  する相談・助言を行なう職員）

２１０１

里親支援センター

里親制度等普及促進担当者 ２２０１

里親等支援員 ２２０２

里親研修等担当者 ２２０３

家庭支援専門相談員 ２２０４

自立支援担当職員 ２２０５

養親等相談支援員 ２２０６

市町村連携支援員 ２２０７

レスパイト・ケア担当職員 ２２０８

障
害
児
通
所
支
援
事
業
（
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
を
除
く
）

児童発達支援事業
を行なう施設

★指導員（※１） ２３０１

★児童指導員（※２） ２３０２

★保育士（※３） ２３０３

児童発達支援管理責任者 ２３０４

機能訓練担当職員
（心理担当職員に限る）

２３０５

★障害福祉サービス経験者（※４） ２３０６

放課後等デイサービス
事業を行なう施設

★指導員（※１） ２３１１

★児童指導員（※２） ２３１２

★保育士（※３） ２３１３

児童発達支援管理責任者 ２３１４

機能訓練担当職員
（心理担当職員に限る） ２３１５

★障害福祉サービス経験者（※４） ２３１６

居宅訪問型児童発達
支援事業を行なう施設

訪問支援員
（保育士・児童指導員・心理担当職員
に限る）（※１）

２３２１

児童発達支援管理責任者 ２３２２

保育所等訪問支援
事業を行なう施設

訪問支援員
（保育士・児童指導員・心理担当職員
に限る）（※１）

２３３１

児童発達支援管理責任者 ２３３２

障害児相談支援事業
相談支援専門員 ２４０１

相談支援員 ２４０２

乳児院

児童指導員 ２５０１

保育士 ２５０２

個別対応職員 ２５０３

家庭支援専門相談員 ２５０４

里親支援専門相談員 ２５０５

医療型児童発達支援を
行なう施設

児童指導員（※２） ２６０１

保育士（※３） ２６０２

児童発達支援管理責任者 ２６０３

機能訓練担当職員
（心理担当職員に限る） ２６０４

児童分野
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施設種類 相談援助の業務の実務経験として
認められる職種 コード

その他
利用者支援事業を行なっ
ている施設

相談援助業務を行なっている職員 ３００１

児童デイサービス事業
（障害児通園事業）

相談援助業務を行なう職員（相談員） ３００２

地
域
生
活
支
援
事
業

障害児等療育支援
事業を行なってい
る施設

相談援助業務を行なっている職員 ３００３

心身障害児総合通園セン
ター

相談援助業務を行なっている職員 ３００４

子育て短期支援事業
（短期入所生活援助事業、

夜間養護等事業）
 ・乳児院、母子生活支援
　施設、児童養護施設、
　及び保育所等において
　実施する事業）

相談援助業務を行なっている職員 ３００５

重症心身障害児（者）通園
事業を行なう施設

★児童指導員（※２） ３００６

★保育士（※３） ３００７

スクールソーシャルワー
カー活用事業に基づく教
育機関

スクールソーシャルワーカー ３００８

子ども家庭総合支援拠点 相談援助業務を行っている職員 ３００９

医療的ケア児支援セン
ター

医療的ケア児等コーディネーター ３０１０

児童分野

注意事項
　（※１）「指導員・訪問支援員」のうち、「介護等の業務を行う指導員・訪問支援員」として介護福祉士国家試験を受験した方は、
　　　　 その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。（介護福祉士国家試験のみ受験できます。）
　（※２）「児童指導員」のうち、「入所者の保護に直接従事する児童指導員」として介護福祉士国家試験を受験した方は、
　　　　 その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。（介護福祉士国家試験のみ受験できます。）
　（※３）「保育士」のうち、「入所者の保護に直接従事する保育士」として介護福祉士国家試験を受験した方は、その実務経
             験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。（介護福祉士国家試験のみ受験できます。）
　（※４）「障害福祉サービス経験者」のうち、「介護等の業務を行う障害福祉サービス経験者」として介護福祉士国家試験を
             受験した方は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。（介護福祉士国家試験のみ
             受験できます。）
　　　　 なお、「障害福祉サービス経験者」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく
　　　　指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省
　　　　令第 10 号）による改正前の指定通所基準に定める障害福祉サービス経験者（高等学校の卒業者等であって、２年
　　　　以上障害福祉サービスに係る業務に従事した者）をいい、「障害福祉サービス」とは、障害者の日常生活及び社会
　　　　生活を総合的に支援するための法律（平成 17年法律第 123 号）第 5 条第１項に規定する障害福祉サービスをいい
　　　　ます。

　★印の職種のうち、介護福祉士養成施設等を卒業した経過措置対象者（期限付き介護福祉士登録者）が、経過措置期間に
　主たる業務として介護等の業務に５年間従事して経過措置の解除を行おうとする場合には、その実務経験をもって社会福
   祉士国家試験を受験することはできません。
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施設種類 相談援助の業務の実務経験として
認められる職種 コード

介護保険法

介
護
保
険
施
設

指定介護老人福祉
施設

生活相談員 ３１０１

介護支援専門員（配置基準により配
置されている資格保有者に限る）

３１０２

介護老人保健施設

支援相談員 ３１０３

相談指導員 ３１０４

介護支援専門員（配置基準により配
置されている資格保有者に限る）

３１０５

介護医療院
介護支援専門員（配置基準により配
置されている資格保有者に限る）

３１０６

指定介護療養型
医療施設

介護支援専門員（配置基準により配
置されている資格保有者に限る）

３１０７

地域包括支援センター
包括的支援事業に係る業務を行なう職員

（※５）
（保健師、主任介護支援専門員等）

３２０１

指定特定施設入居者生活
介護を行なう施設
 ・指定地域密着型特定施
   設入居者生活介護を行
　なう施設
 ・指定介護予防特定施設入
   居者生活介護を行なう施設
を含む

生活相談員 ３３０１

計画作成担当者 ３３０２

指定通所介護を行なう施設
 ・基準該当通所介護を行
   なう施設
 ・指定地域密着型通所介  
   護を行なう施設
 ・指定介護予防通所介護  
   を行なう施設
 ・基準該当介護予防通所
   介護を行なう施設
 ・第一号通所事業を行な
　う施設（※６）
 ・指定認知症対応型通所
   介護を行なう施設
 ・指定介護予防認知症対応

型通所介護を行なう施設
を含む

生活相談員 ３４０１

指定短期入所生活介護を
行なう施設

 ・基準該当短期入所生活
   介護を行なう施設
 ・指定介護予防短期入所
   生活介護を行なう施設
 ・基準該当介護予防短期入
　所生活介護を行なう施設
 を含む

生活相談員 ３５０１

施設種類 相談援助の業務の実務経験として
認められる職種 コード

介護保険法

指定通所リハビリテー
ションを行なう施設

（指定介護予防通所リハビ
 リテーションを行なう施
 設を含む）
  ※介護老人保健施設にお
     いて実施されているも
     のに限る

支援相談員 ３６０１

指定短期入所療養介護を
行なう施設

（指定介護予防短期入所療
 養介護を行なう施設を含む）
※介護老人保健施設にお

    いて実施されているも
    のに限る

支援相談員 ３７０１

指定定期巡回・随時対応型
訪問介護看護を行なう施設

オペレーター ３８０１

指定夜間対応型訪問介護
を行なう施設

オペレーションセンター従業者 ３９０１

指定小規模多機能型居宅
介護を行なう施設

（指定介護予防小規模多機
 能型居宅介護を行なう施
 設を含む）

介護支援専門員
（配置基準により配置されている資格
 保有者に限る）

４００１

指定認知症対応型共同生
活介護を行なう施設

（指定介護予防認知症対応
 型共同生活介護を行なう
 施設を含む）

介護支援専門員
（配置基準により配置されている資格
 保有者に限る）

４１０１

指定複合型サービスを行
なう施設

介護支援専門員
（配置基準により配置されている資格
 保有者に限る）

４２０１

指定地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介護
を行なう施設

生活相談員 ４３０１

介護支援専門員
（配置基準により配置されている資格
 保有者に限る）

４３０２

居宅介護支援事業を行
なっている事業所

介護支援専門員
（配置基準により配置されている資格
 保有者に限る）

４４０１

介護予防支援事業を行
なっている事業所

担当職員 ４５０１

第一号介護予防支援事業
を行なっている事業所

担当職員 ４６０１

高齢者分野

注意事項
　（※５）「包括的支援事業」のうち、一部の事業は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。
　　　    通知の内容を必ず確認してください。
　（※６）「第一号通所事業」のうち、事業者指定を受けていないもの等は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受
　　    　験することができません。通知の内容を必ず確認してください。
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高齢者分野

施設種類 相談援助の業務の実務経験として
認められる職種 コード

老人福祉法

養護老人ホーム 生活相談員 ４７０１

特別養護老人ホーム
（地域密着型特別養護老人
 ホームを含む）

生活相談員 ４８０１

軽費老人ホーム
 ・都市型経費老人ホーム
 ・ 軽費老人ホーム
    （A 型・B 型）
 ・ケアハウス
 を含む

生活相談員 ４９０１

主任生活相談員 ４９０２

老人福祉センター
（特 A 型・A 型・B 型）

相談・指導を行なう職員 ５００１

老人短期入所施設 生活相談員 ５１０１

老人デイサービスセンター 生活相談員 ５２０１

老人介護支援センター
（在宅介護支援センター）

相談援助業務を行なっている職員 ５３０１

有料老人ホーム 生活相談員 ５４０１

その他

高齢者総合相談センター 相談援助業務を行なっている相談員 ５５０１

生活支援ハウス
（高齢者生活福祉センター）

生活援助員 ５５０２

高齢者の安心な住まいの
確保に資する事業
 ・高齢者世話付住宅
　（シルバーハウジング）
 ・多くの高齢者が居住す
   る集合住宅
 等に置いて実施する事業

相談援助業務を行なっている生活援助員 ５５０３

サービス付高齢者向け住宅 相談援助業務を行なっている職員 ５５０４
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注意事項
　（※７）「生活支援員、生活指導員、指導員」のうち、「介護等の業務を行う生活支援員、生活指導員、指導員」として介護
             福祉士国家試験を受験した方は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。
             （介護福祉士国家試験のみ受験できます。）

　★印の職種のうち、介護福祉士養成施設等を卒業した経過措置対象者（期限付き介護福祉士登録者）が、経過措置期間に
　主たる業務として介護等の業務に５年間従事して経過措置の解除を行おうとする場合には、その実務経験をもって社会福
　祉士国家試験を受験することはできません。

施設種類 相談援助の業務の実務経験として
認められる職種 コード

障害者総合支援法

身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設

身体障害者更生施設
 ・肢体不自由者更
　生施設
 ・視覚障害者更生
    施設
 ・聴覚・言語障害
　者更生施設
 ・内部障害者更生
    施設

★生活支援員（※７） ６３０１

身体障害者療護施設 ★生活支援員（※７） ６３０２

身体障害者授産施設
（入所、通所、小規
 模通所）

★生活支援員（※７） ６３０３

身体障害者福祉工場 ★指導員（※７） ６３０４

精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設

精神障害者生活訓
練施設

精神保健福祉士 ６４０１

精神障害者社会復帰指導員 ６４０２

精神障害者授産施設
（入所、通所、小規
 模通所）

精神保健福祉士 ６４０３

精神障害者社会復帰指導員 ６４０４

精神障害者福祉工場
精神保健福祉士 ６４０５

精神障害者社会復帰指導員 ６４０６

精神障害者福祉
ホーム

管理人 ６４０７

知
的
障
害
者
援
護
施
設

知的障害者更生施設
（入所、通所）

★生活支援員（※７） ６５０１

知的障害者授産施設
（入所、通所、小規
 模通所）

★生活支援員（※７） ６５０２

知的障害者通勤寮 ★生活支援員（※７） ６５０３

施設種類 相談援助の業務の実務経験として
認められる職種 コード

身体障害者福祉法

身体障害者更生相談所

身体障害者福祉司 ５６０１

心理判定員 ５６０２

職能判定員 ５６０３

ケース・ワーカー ５６０４

身体障害者福祉センター
 ・身体障害者福祉センター
   （A・B 型）
 ・在宅障害者デイサービ
　ス施設（身体障害者デ
　イサービスセンター )
 ・障害者更生センター

身体障害者に関する相談に応ずる職員 ５６０５

点字図書館 相談援助業務を行なっている職員 ５６０６

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

精神保健福祉センター

精神保健福祉相談員
（精神障害者に関する相談援助業務を

行なっている職員）
５７０１

精神保健福祉士
（精神障害者に関する相談援助業務を
 行なっている職員）

５７０２

精神科ソーシャルワーカー
（精神障害者に関する相談援助業務を
 行なっている職員）

５７０３

心理判定員
（精神障害者に関する相談援助業務を
 行なっている職員）

５７０４

知的障害者福祉法

知的障害者更生相談所

知的障害者福祉司 ５８０１

心理判定員 ５８０２

職能判定員 ５８０３

ケース・ワーカー ５８０４

障害者総合支援法

障害者支援施設

★生活支援員（※７） ５９０１

就労支援員 ５９０２

サービス管理責任者 ５９０３

地域活動支援センター ★指導員（※７） ６００１

福祉ホーム 管理人 ６１０１

基幹相談支援センター 相談援助業務を行なっている職員 ６２０１

障害者分野
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施設種類 相談援助の業務の実務経験として
認められる職種 コード

障害者総合支援法

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業

生活介護を行なう
施設

★生活支援員（※７） ６６０１

サービス管理責任者 ６６０２

自立訓練を行なう
施設（機能訓練、
生活訓練）

★生活支援員（※７） ６６０３

サービス管理責任者 ６６０４

就労移行支援を
行なう施設

（認定就労移行支援
 を含む）

★生活支援員（※７） ６６０５

就労支援員 ６６０６

サービス管理責任者 ６６０７
職業指導員

（相談援助を行なう場合に限る）
６６０８

就労継続支援を行な
う施設（A 型・B 型）

★生活支援員（※７） ６６０９

サービス管理責任者 ６６１０
職業指導員

（相談援助を行なう場合に限る）
６６１１

就労定着支援を
行なう施設

就労定着支援員 ６６１２

サービス管理責任者 ６６１３

自立生活援助を
行なう施設

地域生活支援員 ６６１４

サービス管理責任者 ６６１５
療養介護を行なう
施設

相談援助業務を行なっている職員 ６６１６

短期入所を行なう施設
 ・身体障害者短期
   入所事業
 ・知的障害者短期
   入所事業
 を含む

相談援助業務を行なっている職員 ６６１７

重度障害者等包括
支援を行なう施設

相談援助業務を行なっている職員 ６６１８

共同生活介護を
行なう施設

相談援助業務を行なっている職員 ６６１９

共同生活援助を
行なう施設
 ・精神障害者
   グループホーム
 ・知的障害者
   グループホーム
 を含む

相談援助業務を行なっている職員 ６６２０

地
域
生
活
支
援
事
業

身体障害者自立支
援事業を行なって
いる施設

相談援助業務を行なっている職員 ６７０１

日中一時支援事業を
行なっている施設

相談援助業務を行なっている職員 ６７０２

障害者相談支援事業
を行なっている施設

相談援助業務を行なっている職員 ６７０３

一般相談支援事業所 相談支援専門員 ６８０１

特定相談支援事業所
相談支援専門員 ６８０２

相談支援員 ６８０３

相談支援事業を行なう施設 相談支援専門員 ６８０４

施設種類 相談援助の業務の実務経験として
認められる職種 コード

のぞみの園法

独立行政法人国立重度知
的障害者総合施設「のぞ
みの園」

相談援助業務を行なっている指導員 ６９０１

相談援助業務を行なっている
ケースワーカー

６９０２

発達障害者支援法

発達障害者支援センター
相談支援を担当する職員 ６９０３

就労支援を担当する職員 ６９０４

障害者の雇用の促進等に関する法律

広域障害者職業センター 障害者職業カウンセラー ６９０５

地域障害者職業センター
障害者職業カウンセラー ６９０６

職場適応援助者 ６９０７

障害者雇用支援センター
改正前の障害者の雇用の促進等に関す
る法律第 28 条第 1 号、第 2 号及び
第 7 号に規定する業務を行なう職員

６９０８

障害者就業・生活支援
センター

主任就業支援担当者 ６９０９

就業支援担当者 ６９１０

主任職場定着支援担当者 ６９１１

生活支援担当職員 ６９１２

職業安定法

公共職業安定所
精神・発達障害者雇用サポーター ６９１３

障害学生等雇用サポーター ６９１４

その他

知的障害者福祉工場 相談援助業務を行なっている指導員 ６９１５

聴覚障害者情報提供施設 相談援助業務を行なっている職員 ６９１６

精神障害者地域移行支援
特別対策事業を行なって
いる施設

地域体制整備コーディネーター ６９１７

地域移行推進員 ６９１８

精神障害者地域移行・地
域定着支援事業を行なっ
ている施設

地域体制整備コーディネーター ６９１９

地域移行推進員 ６９２０

精神障害者アウトリーチ
推進事業を行なっている
施設

相談援助業務を行なっている職員
（医師・保健師・看護師・作業療法士
 その他医療法に規定する病院として
 必要な職員を除く）

６９２１

アウトリーチ事業、アウ
トリーチ支援を行なって
いる施設

相談援助業務を行なっている職員
（医師・保健師・看護師・作業療法士
 その他医療法に規定する病院として
 必要な職員を除く）

６９２２

第 1 号職場適応援助者助
成金又は訪問型職場適応
援助者助成金受給資格認
定法人

第 1 号職場適応援助者養成研修又は
訪問型職場適応援助者養成研修を修
了した職員であって、職場適応援助
を行なっている者

６９２３

訪問型職場適応援助に
係る受給資格認定法人

訪問型職場適応援助者養成研修を修
了した職員であって、職場適応援助
を行なっている者

６９２４

障害者分野
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施設種類 相談援助の実務経験として
認められる職種 コード

社会福祉法

福祉事務所

査察指導員（指導監督を行なう職員） ７３０１

身体障害者福祉司
（指導監督を行なう職員）

７３０２

知的障害者福祉司
（指導監督を行なう職員）

７３０３

老人福祉指導主事
（指導監督を行なう職員）

７３０４

現業員・ケースワーカー ７３０５

家庭児童福祉主事 ７３０６

家庭相談員 ７３０７

面接相談員 ７３０８

女性相談支援員 ７３０９

母子・父子自立支援員、母子相談員 ７３１０

「セーフティーネット支援対策等事業
の実施について」別添１の３（１）に
規定する就労支援事業に従事する就
労支援員

７３１１

生活保護法第 55 条の７第１項に規定
する被保護者就労支援事業に従事す
る就労支援員

７３１２

生活保護法第 55 条の 10 第 1 項に規
定する子どもの進路選択支援事業に
従事する支援員

７３１３

生活保護法第 55 条の 10 第 2 項に規
定する被保護者就労準備支援事業に
従事する被保護者就労準備支援担当
者

７３１４

生活保護法第 55 条の 10 第 3 項に規
定する被保護者家計改善支援事業に
従事する家計改善支援員

７３１５

生活保護法第 55 条の 10 第 4 項に規
定する被保護者地域居住支援事業に
従事する居住支援員

７３１６

隣保館 相談援助業務を行なっている指導職員 ７３１７

都道府県社会福祉協議会

専門員（日常生活自立支援事業を行
なう職員）

７３１８

相談援助業務を行なっている職員
（主として高齢者、障害者、児童、生
 活困窮者その他要援護者に対するも
 のに限る）

７３１９

市（特別区を含む）町村
社会福祉協議会

専門員（日常生活自立支援事業を行
なう職員）

７３２０

福祉活動専門員 ７３２１

相談援助業務を行なっている職員
（主として高齢者、障害者、児童、生
活困窮者その他要援護者に対するも
のに限る）

７３２２

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律

女性相談支援センター

相談支援員 ７４０１

心理支援員 ７４０２

女性相談支援員 ７４０３

女性自立支援施設 入所者の自立支援を行なう職員 ７４０４

施設種類 相談援助の実務経験として
認められる職種 コード

地域保健法

保健所

精神保健福祉相談員
（精神障害者に関する相談援助業務を
 行なっている職員）

７００１

精神保健福祉士
（精神障害者に関する相談援助業務を
 行なっている職員）

７００２

精神科ソーシャルワーカー
（精神障害者に関する相談援助業務を

行なっている職員）
７００３

心理判定員
（精神障害者に関する相談援助業務を

行なっている職員）
７００４

医療法

病院・診療所

相談員（医療ソーシャルワーカー等）　

次のアからエまでの全ての相談援助
業務を行なっている職員
ア 患者の経済的問題の解決、調整に
    係る相談援助
イ 患者が抱える心理的・社会的問題
    の解決、調整に係る相談援助
ウ 患者の社会復帰に係る相談援助
エ 以上の相談援助業務を行なうための
　 地域における保健医療福祉の関係機
　 関、関係職種等との連携等の活動

７００５

退院後生活環境相談員 ７００６

生活保護法

救護施設 生活指導員 ７１０１

更生施設 生活指導員 ７１０２

授産施設
指導員

（作業指導員、職業指導員を除く）
７１０３

宿所提供施設
指導員

（作業指導員、職業指導員を除く）
７１０４

被保護者就労支援事業を
行なっている事業所

就労支援員 ７１０５

子どもの進路選択支援事
業を行なっている事業所

支援員 ７１０６

被保護者就労準備支援事
業を行なっている事業所

被保護者就労準備支援担当者 ７１０７

被保護者家計改善支援事
業を行っている事業所

家計改善支援員 ７１０８

被保護者地域居住支援事
業を行っている事業所

居住支援員 ７１０９

日常生活支援住居施設
生活支援員
生活支援提供責任者

７１１０

生活困窮者自立支援法

生活困窮者自立相談支援
事業を行なっている自立
相談支援機関

生活困窮者就労準備支援
事業を行なう事業所

生活困窮者家計改善支援
事業を行なっている事業
所
子どもの学習・生活支援
事業を行なっている事業
所

主任相談支援員 ７２０１

相談支援員 ７２０２

就労支援員 ７２０３

就労準備支援担当者 ７２０４

家計改善支援員
（家計相談支援員を含む）

７２０５

住まい相談支援員 ７２０６

子どもの学習・生活支援事業従事者
のうち相談援助業務を行なっている
職員

７２０７

その他の分野
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その他の分野

施設種類 相談援助の実務経験として
認められる職種 コード

母子保健法

母子健康包括支援セン
ター

母子保健に関する各種の相談に応ず
る職員

７４０５

産後ケア事業を実施する
施設

相談に応ずる職員 ７４０６

配偶者暴力防止法
配偶者暴力相談支援セン
ター

女性相談支援員 ７４０７

母子及び父子並びに寡婦福祉法

母子・父子福祉センター 母子及び父子の相談を行なう職員 ７４０８

刑事収容施設法

刑事施設

刑務官 ７５０１

法務教官 ７５０２

法務技官（心理） ７５０３

福祉専門官 ７５０４

少年院法

少年院

法務教官 ７５０５

法務技官（心理） ７５０６

福祉専門官 ７５０７

少年鑑別所法

少年鑑別所
法務教官 ７５０８

法務技官（心理） ７５０９

更生保護法

地方更生保護委員会
保護観察官 ７５１０

社会復帰調整官 ７５１１

保護観察所
保護監察官 ７５１２

社会復帰調整官 ７５１３

更生保護事業法

更生保護施設

補導主任 ７５１４

補導員 ７５１５

福祉職員 ７５１６

薬物専門職員 ７５１７

裁判所法

家庭裁判所 家庭裁判所調査官 ７５１８

労働者災害補償保険法

労災特別介護施設 相談援助業務を行なっている指導員 ７５１９

難病の患者に対する医療等に関する法律

難病相談支援センター 難病相談支援員 ７５２０

成年後見制度の利用の促進に関する法律

「権利擁護支援の地域連携
ネットワークづくり」に
おいて設置される中核機関

相談援助業務を行なっている職員 ７５２１

施設種類 相談援助の実務経験として
認められる職種 コード

その他

就業支援事業を行なって
いる施設

（ひとり親家庭等就業・自
立支援事業実施要綱に基
づく事業）

相談援助業務を行なっている相談員 ７６０１

母子・父子自立支援
プログラム策定事業

母子・父子自立支援プログラム策定員 ７６０２

就業支援専門員配置等事業 就業支援専門員 ７６０３

地域福祉センター 相談援助業務を行なっている職員 ７６０４

就労支援事業を行なって
いる事業所

（自立支援プログラム策定
 実施推進事業実施要領に
 規定する事業）

就労支援員 ７６０５

ひきこもり地域支援セン
ター

ひきこもり支援コーディネーター ７６０６

その他相談援助業務を行なっている職員 ７６０７

地域生活定着支援センター 相談援助業務を行なっている職員 ７６０８

ホームレス総合相談推進
業務を行っている事業所

相談援助業務を行なっている相談員 ７６０９

ホームレス自立支援セン
ター

生活相談指導員 ７６１０

東日本大震災の被災者に
対する相談援助業務を実
施する事業所

相談援助業務を行なっている職員 ７６１１

被災者に対する相談援助
業務を実施する事業所

相談援助業務を行なっている職員 ７６１２

自立相談支援機関
（自立相談支援モデル事業）
家計相談支援モデル事業
を行なっている事業所

主任相談支援員 ７６１３

相談支援員 ７６１４

就労支援員 ７６１５

家計相談支援員 ７６１６

地域居住支援事業を行
なっている事業所

相談援助業務を行なっている職員 ７６１７

高次脳機能障害者の支援
の拠点となる機関

支援コーディネーター ７６１８

地域若者サポートステー
ション

相談援助業務を行なっている職員 ７６１９

子ども・若者総合相談セ
ンター

相談援助業務を行なっている職員 ７６２０

官民協働等女性支援事業
を行なっている事業所

相談援助業務又は自立支援を行なっ
ている職員

７６２１

若年被害女性等支援事業
を行なう事業所

相談援助業務又は自立支援を行なっ
ている職員

７６２２

厚生労働大臣が個別に認
めた施設

相談援助業務を行なっている相談員
（注意）個別認定にあたっては、別途
基準、申請様式がありますので、事
前にご相談ください。
個別認定に係る書類は、必ず出願時
に願書等と一緒にご提出ください。
個別認定に係る書類の提出がないも
のや、個別認定の結果で厚生労働大
臣の認可がないものについては、本
コースに入学することができません。

９９９９
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施設種類 相談援助の実務経験として
認められる職種 コード

経過的デイサービス事業
を行なっている施設

（障害者自立支援法地域
  生活支援事業）

〔平成 18 年 10 月～ 19 年 3 月〕

相談援助業務を行なっている職員 ７７１４

「障害者１１０番」運営事
業を行っている施設

相談援助業務を行なっている相談員 ７７１５

知的障害者生活支援事業 
 ・知的障害者通勤寮
 ・知的障害者更生施設
 ・知的障害者授産施設
 ・障害者能力開発施設
 において実施する事業

相談援助業務を行なっている職員 ７７１６

高齢者住宅等安心確保事業
 ・高齢者世話付住宅
　（シルバーハウジング）
 ・高齢者向け優良賃貸住宅
 ・高齢者円滑入居賃貸住宅
   （登録住宅）
 等において実施する事業

高齢者世話付住宅（シル
バーハウジング）生活援
助員派遣事業

（高齢者世話付住宅におい
 て実施する事業）

生活援助員 ７７１７

家庭支援電話相談（子ど
も・家庭１１０番）事業

（中央児童相談所において 
  実施する事業）

電話相談員 ７７１８

ヴィエトナム難民収容施設
（日本赤十字社が設置する
 もの）

相談援助業務を行なっている指導員 ７７１９

子ども家庭相談事業
（児童センター・市に設置
  された児童館において実
  施する事業）

相談援助業務を行なっている相談員 ７７２０

乳幼児健全育成相談事業
（保育所・乳児院において
  実施する事業）

相談援助業務を行なっている相談員 ７７２１

すこやかテレホン事業
（青少年相談センターに
  おいて実施する事業）

相談援助業務を行なっている相談員 ７７２２

知的障害者専門相談
（法的助言・相談）事業
（都道府県・指定都市等に 
  おいて実施する事業）

相談援助業務を行なっている相談員 ７７２３

地域子育て支援センター
事業を行っている施設

相談援助業務を行なっている職員 ７７２４

※以下に掲げる事業・職種は、すでに廃止されていますが、過去においてこれらの事業に従事していた期間は、社会
   福祉士の受験に必要な実務経験の対象となります。

施設種類 相談援助の実務経験として
認められる職種 コード

重度身体障害者更生援護
施設

生活支援員 ７７０１

生活指導員 ７７０２

身体障害者福祉ホーム 管理人 ７７０３

精神障害者地域生活支援
センター

精神保健福祉士 ７７０４

精神障害者社会復帰指導員 ７７０５

経過的精神障害者地域生
活支援センター事業を行
なっている施設

（障害者自立支援法地域生
 活支援事業）

〔平成18 年10月～19年3月〕

相談援助業務を行なっている職員 ７７０６

精神障害者退院促進支援
事業を行なっている施設

相談援助業務を行なっている職員 ７７０７

知的障害者デイサービス
センター

指導員 ７７０８

生活指導員 ７７０９

相談援助業務を行なっている職員 ７７１０

知的障害者福祉ホーム 管理人 ７７１１

身体障害者相談支援事業
（市町村障害者生活支援事業）
 ・身体障害者更生施設
 ・身体障害者療護施設
 ・ 身体障害者福祉センター
 ・身体障害者
   デイサービスセンター
 等において実施する事業

障害児相談支援事業、
知的障害者相談支援事業

（療育等支援施設事業）
 ・知的障害児施設
 ・知的障害児通園施設
 ・自閉症児施設
 ・盲ろうあ児施設
 ・難聴幼児通園施設
 ・肢体不自由児施設
 ・肢体不自由児療護施設
 ・肢体不自由児通園施設
 ・重症心身障害児施設
 ・知的障害者更生施設
 ・知的障害者授産施設
 において実施する事業

相談援助業務を行なっている職員 ７７１２

障害者デイサービスを
行なう施設

（障害者自立支援法障害
 福祉サービス事業）   
 ・身体障害者
   デイサービス事業
 ・知的障害者
   デイサービス事業
 を含む

相談援助業務を行なっている職員 ７７１３


